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低利得アンテナの利用時における空中線電力の見直しご提案
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2.4GHz帯無線LAN等の技術基準の見直し: 空中線電力

付帯項目

【現行の技術基準】

• 送信空中線の利得

等価等方輻射電力が12.14dBm 以下の場合、送信空中線は、その絶対利得が2.14dBi以下であること。ただし、

等価等方輻射電力が絶対利得2.14dBiの送信空中線に10mWの空中線電力を加えたときの値以下となる場合は、
その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。

• 空中線電力

製品の小型・薄型化が進む中、小型・薄型機器では搭載スペースが限られることから、空中線利得が低利得となり、
必要な通信距離が確保できないなど課題がある。このため、アンテナ一体型等の無線設備における低利得アンテナの
利用を前提として、基準の等価等方輻射電力（EIRP）の範囲内であれば、現行基準の空中線利得を増加することを
許容することに加え、空中線電力を増加することを許容する規定の見直しを提案したい。
また、空中線電力を等価等方輻射電力（EIRP）で規定することにより、欧州での空中線電力の規定と同じ考え方と
なるため、欧州レポートの受け入れに資すると考えられる。

【低利得アンテナの利用時における空中線電力の見直しご提案の背景】
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2.4GHz帯無線LAN等の技術基準の見直し: 空中線電力

付帯項目

【技術基準の見直し】

▪ アンテナ一体型の無線設備を前提として、現行基準のEIRPの範囲内で、空中線利得の低下分を空中線電力で補えることを許容する

条件を追加するものである。なお、最大EIRPは、現行基準と同一の値であることから、従来の共用条件には影響しないと考えられる。
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2.4GHz帯無線LAN等の技術基準の見直し: 空中線電力

付帯項目

➢ 現行基準では、基準となる空中線電力と送信空中線利得による等価等方輻射電力（EIRP）を条件とし、基準のEIRPの範囲内で、空中線電力の低下分について、

送信空中線利得を増加することを許容している。

➢ 見直し案は、アンテナ一体型等の無線設備における低利得アンテナの利用を前提として、基準のEIRPの範囲内で、現行基準の空中線電力の低下分について送信空

中線利得を増加することを許容することに加え、空中線利得の低下分について空中線電力を増加することを許容するものである。なお、基準とするEIRPは、現行基準

と同一の値であることから、他の無線局へ著しく影響を与えるものでない。

➢ 同様の考え方は、「平成29年9月11日改正 (同10月1日施行) 920MHz帯小電力無線システムの無線局の高度化に係る省令改正」で実績あり。

【基本的な考え方】2400～2483.5MHz 小電力データ通信システム（無線LAN）を想定した場合のイメージ
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【現行基準】 【見直し案】
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参考 : 平成29年9月11日改正 (同10月1日施行) 920MHz帯小電力無線システムの無線局の高度化に係る省令改正

変更後の技術基準： 平成29年9月11日改正 中出力型アクティブ系小電力無線システム（20mW以下のもの）の場合

平成元年郵政省告示第四十二号（特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件）の一部改正
➢ 0.02W以下。ただし、無線設備が一の筐体に収められており、かつ、容易に開けられない構造であって、等価等方輻射電力が一六デシベル以下となるものにあっては、

0.25W以下であること。

無線設備規則第49条の14第1項第7号ロ

➢ 送信空中線は、その絶対利得が三デシベル以下であること。ただし、等価等方輻射電力が一六デシベル（一ミリワットを〇デシベルとする。以下この号において同じ。）を超
える場合は、その超えた分を送信空中線の利得で減ずるものとし、一六デシベル以下となる場合は、その低下分を送信空中線の利得で補うことができるものとする。




